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61。中国都市における住宅外部空間の利用特質に関する研究
―武漢市 ・漢口旧租界地区の事例を通して一

A Survey on the Features ofthe Public Street Use atthe Residential Area in China
一In the Case ofthe old Colonial Area,HankOu,Wuhan一

山村高が 。土肥博ゴ
*

Takayoshi Yam― ura and Hiroshi Dohi

This swey was camed outin Wuhan city,China,to understand hOw tO use the public street in the residendal

a r e a . A s  a  r e s u l t , i t  l v a s  f o l m d  o u t  h t  t h e  p u b l i c  s t r e e t  i s  o c c u p l e dけ■l o t  O f  t h i n g s  a n d  b o d l  r e s i d e n t s  a n d

non‐residents utt dlis sPa∝.There is a relation between dle use forせЮ「Ist floor of the architectures and the

way of use of the stred.These factott make Some Order of dle use for the public sPace and it Sugges“the

FOCeSS Ofthe fonmtion of"gray■zone" .

Key″ ο油 :China,wuhan ciり ,street,∝cupatton of public space,territoり,gray‐zone

中国、武漢市、街路空間、占有化、領域性、グレイゾー ン

1.研 究の背景と目的

中国には、19世紀後半から20世 紀初頭にかけての植

民地化により、近代都市計画が施され形成された都市が

数多く存在する。こうした都市は、1949年の解放
(1)に

よって中国人住民の生活居住空間として復帰、その後彼

らは、独自の様式で従来の街区や建築物を利用し、生活

文化に根ざして自立的に居住環境を変容させてきた。

特に住宅外部空間は、中国の都市における人々の活発

な活動の場として機能 してお り、本来共同で使われるペ

き空間がその意味を変化させていたり、屋内で行われる

べき多様な生活行為がそこで営まれていたりする等、居

住 。生活の場としての都市を考える上で注目すべき空間

となつている。

本研究はこうした背景から、中国の都市における住宅

外部空間、特に街路空間のうち、もののあふれ出し(2)

や、生活行為の屋外展開が確認される部分 (以下便宜上

“
グレイゾーン

"と
呼ぶ)に 着日し、フィール ド調査を

通 して当初の計画とは異なる空間利用形態を把握するこ

とにより、中国の都市におけるグレイゾーンの利用特質

について知見を得ることを目的としている:

これまで中国の植民都市空間に関する研究は、越沢 り
、

松村
η
、陣内 ηらの研究に代表されるように、都市計画

史的またば建築史的視点から行われてきた。特に前者は、

戦前のものに限らた歴史資料の収集、後者事零拙IPI
構調査という意味合いが強い。従つて戦後から呪在に至

る都市空間の変遷を把握するためには、これら■部の建

築遺構調査結果等から、都市の空間的変容を推測すうし

かないのが現状である。更に現在という断面で見た都市

空間の利用状況については全 く手を付けられていない。

またグレイゾーンに関する研究については、これまで

集合住宅の建築計画的視点から行われてきた。大別する

と、外部空間占有物そのものを通 して、外部空間におけ

る領城性やコミュニティーとの関わりなどを考察してい

るもの °'、
戦前集合住宅の増改築による住環境の変遷

を通して、住民自らによる生活空間 (住空間)形 成の過

程を考察しているもの りの二つの流れがある。 しかし、

いずれも日本の都市、しかも下町の路地空間など、非常

に限られた対象が中心で、中国大陸の都市を扱つたもの

は報告されていない。

本研究の視点はこれらの流れを汲むものであるが、中

国大陸の都市における初めてのグレイゾーンに関する調

査であるという点で、独自性を有するものである。

本報ではt① 植民期に外国人の手によつて建設された

住宅地で現存するもののうち、現在中国人一般市民用の

住宅として多様な利用形態が確認できる、②過去の資料

が比較的現存 しており、当時の状況の推定が容易である、

という理由から、武漠市の略珈山街民宅 (3)を
対象とし

て利用実態調査を行い、そこで展開されている利用形態

や、利用者分布 と場所の性格についての分析を試みる。

2.調 査の概要             :

(1)調査対象地区        1■ l  ・

対́象地の略珈山街民宅は武漠市漢口に立地する。漢口

は 1858年あ天津条約で新たな開港場に指定され、1861

年り開港後、五カ国の租界が設けられた地区である。当

時租界区内においては、西部外周 (現中山大道)お よび

*正会員 榊 三和総合研究所研究開発第1部 (Sanwa Rescarch insttuc)

**正 会員 神 戸芸術工科大学環境デザイン学科 (Kobe Dedgn Univettity)
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長江沿いに商業地区が集中し、現在も本地区の中心は中

山大道および長江沿いの商業地区である。落珈山街民宅

は、これら地区に囲まれた内部に立地する (図-1).

この内部地区は租界設置当時、主として住宅地で若千の

事務所が混在する閑静な地区であつたが、特に近年は改

革開放政策による市場経済導入で市民レベルの商業活動

が活発化 し、住宅の一階部分を店舗として利用する形態

が急増 している。
(4)

略珈山街民宅は、1919年に西欧資本家の出資、 ドイ

ツ人の設計により建設された、レンガ 。木造混合造 3階

建ての集合住宅 つであり、中央には全長 137m、幅約 9.5m

(車道部分 6.5m、歩道部分両側 1.5m)の街路 (略珈山

路)が 通過 している。租界時代は外国人を中心に、彼ら

に雇われた中国人 (主に貿易関係)や 、裕福な中国人市

民が居住 していた (3、その後 1923年ロシア (当時のソ

連)が 租界を放棄、中華民国に復帰したことにより、国

民党政府の職員や企業の経営者など上層階級の人々の住

居となった。1949年の開放以降は国有公共住宅となり、

地方政府の住宅管理局または単位 (機関や団体。主に勤

務先)が 管理、一般市民に賃貸または分譲する形式をと

つている。現在単位としては、人民解放軍はじめいくつ

かの機関が管理、一世帯当たり3∞ 元/月 前後で賃貸さ

れている。なお街路に面するファサー ドの典型的なもの

と、街路空間の状況を、図-2と 写真-1に 示す。

(2)調査の内容と方法

本研究は、武漢市都市計画設計研究院へのヒアリング、

建築用途ならびに外部空間占有物の確認調査、街路利用

otJ醐 財

街区概略回

図-2 略 珈山街民宅正面立面図
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状況の実態調査に分けて行った。調査の日時と方法は以

下の通 りである。

(i)武漢市都市計画設計研究院へのヒアリング

(調査 日)1995.8.2～8.10

(調査方法)本 調査はごく一般の住宅地内街路の観察調

査であるため、武漠市の都市計画 ・租界地区建築調査を

担当している武漢市都市計画設計研究院の了解を得、住

民に対する調査協力申請書を作成 していただいた上で、

実地調査を始めるという手順を踏んだ。また街路管理状

況や観察で生じた不明な点については、随時研究院の技

師よリヒアリングを行つた。

(ii)建築用途ならびに外部空間占有物の確認調査

(調査 日)1995.8.5(晴れ)

(調査方法)街 路を構成する建築に住宅以外の用途があ

る場合はその用途、名称、店舗であれば取 り扱 う商品を

記録 した。また、調査 日の午前 10時から午後 2時 まで

の間に、調査地区の地上部分におけるあらゆる外部空間

占有物を記録、これら占有物がどのように利用されてい

るか記録を行った。

(iii)街路利用状況の実態調査

(調査 日)休 日:1995.8.6(晴れ)、平日:1995.8.8(晴れ)

通過交通調査11995.8.10(晴れ午前中一時曇 り)

(調査方法)調 査対象地区におけるグレイゾーンが、日

常生活環境としてどのように利用されているか、またど

のように管理 ,整備されているか把握するために、休 日
・平 日の二 日間にわたり、午前 (9:∞～ 1200)、午後

(13:30～16:30)、夜 (18:00～21:∞)に 分け、利用状況

(利用者の分布 と行為内容)、利用者による管理 ・整備

行為 (例えば、清掃を行 う等)を 記録 した。略珈山路全

城にわたり観察を行 うことの必要性から、行為の行われ

ている「筆所につき 15分 に 1回 を基準に時間を区切つ

て観察を行つた。また利用状況に大きな影響を与えてい

ると思われる交通環境を把握するために、平日同時間帯

の通過交通量について定点調査を行った。

3.住 ・商関係から見た地区の変容

(1)略珈山街民宅の建築用途とその形態

(建1)三 輸=とに。― の後うに,台 rnEさ れた轟●で車輸が三つ0もの。

●タタに用いられていうのがこのタイプ.

`建2)三 輸車0"● ●拍●が、モ…ターのついていうものはオートパイとして菫えた。

(23D ●●●●引0ながらめいていOA38.● mと して臓えた。

[

表-1 通 遇交通量

写真-1 路珈山街民宅の形式:1認==胆罵翻計乱出嵩1¬ぎ窯rと
して菫えた。



表-2 略 珈山街民宅 1階 部分の用途

特 徴

商業併用
住宅

開放型

饉棗田口部を開放 し、暦円から商品
をあふれ出してこれを販売する。日
本での人百屋のような形態。店舗内

日用雑 貨 (2)、
建材 (1)

窓口型 つ販売をする.日 本でのたばこ屋の
日用雑 貨 (1)

理髪店型
百日の開口部は人が出入 りするとき
ス外は日麟。利用客が利用時に店舗

里曇 暦 (7)

商業専用 事務所型 ユ外は日麟。従業員以外ほとんど人

〈注)199田 円月5日の現地調査により確認されたもの。

本街路には、塀など主屋と道を隔てるものは存在せず、

主屋の壁面が直接道に面 している部分がほとんどであ

る。建築の主たる出入 り日は全て本街路沿いにあり、住

民の出入 りは全て本街路を通 して行われる。また街区の

ほぼ中央部には、略珈山街民宅の中庭が設置されてお り、

周囲はフェンスで囲まれている (図-1)。 なお、本街

路の交通量を表-1に 示す。

(2)建築用途の転換

略珈山街民宅はもともと住宅専用であったことが記録

されている (°)が
、今回の調査により、住宅の一階部分

の一部を店舗 として利用 している場所が複数確認され、

計画時と比べ用途の転換が発生していることがわかっ

た。その結果を表-2、 図-3に 示す。本来住宅専用で

あつた部分 43ヶ 所中、約 3分 の 2(14ヶ 所)で 商業用

途に用途転換が起きていることがわかる。用途転換が起

こっている場合について、居住者の有無に注目してみる

と、住民が居住せず、非住民により店舗が営業されてい

る 「商業専用」は事務所型の2ヶ 所であるのに対し、住

民が居住 し続け、居住者により店舗が営業されている「商

業併用住宅」が 1lヶ 所となっており、住民が住み続け

る形で用途転換が発生している点が大きな特徴となって

いる。

(3)路上型店舗について

図-3中 の路上型店舗 (以下 「路上店舗」と称す)は 、

店舗建築を有さないが、路上に調理器具等を半固定的に

設置し、テープルやいすも路上に配置 したものである。

機能的には屋内の食堂と全く同じ機能を有するため、本

報では便宜上、建築物の 1階 用途とみなすものとする。

路上店舗については、器具や食材等の管理、調理 ・給仕
。会計等、店舗運営を行っているのは略珈山居民委員会

(略珈山街民宅住民による地区自治会。住民の代表によ

つて構成。)で ある〈7しまた同場所は、時間帯によつて、

本地区住民が休憩や雑談等の生活行為を行 う場所として

も利用される。(°)これらの点から、路上店舗は、以下、

商業併用住宅に準じるものとして扱 う。

③
¨

図-3 占 有物の分布
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4.グ レイゾーンの成立とその特質

(1)路上占有物とその特賞

本街路では、歩道部分を中心に様々な占有物が観察さ

れた。図-3・ 表-3は 、確認された占有物の分布状況

を模式化 して示 したものである。このように、本街路に

おいては道際に置かれた諸要素により、本来の公的空間

の私的占有化が起こっている。 日本の住宅地区の街路に

おいては、本来の公的空間があふれ出しにより私的領域

化 ・共有領域化する例は以前より多く報告されているが
り
、本事例のように、住民以外の持ち込み物による占有

化の例は報告されていない。このように、占有物の所有

者、占有過程が多様であることが、これ ら占有物の利用

者の属性、占有物を介 した行為にも多様性を有するグレ

イゾーンを成立させる原因となっていると考えられる。

(2)路上占有化と建築用途との関連

図-3、 表-3か らわかるように、一階部分の建築用

途が(A)住宅専用であるか、(B)商業併用であるか、(C)

建築部分がない (中庭外周)、もしくは不使用 (体業中

店舗)で あるかで、占有物の種類やその用途にも違いが

見られることがわかる。 (A)住宅専用部分の前では、い

す、自転車等の限られた私的生活用具があふれ出してい

るのに対 し、(B)商業併用住宅前では、住民の生活用具

のみならず、テープル、商品など、より積極的に路上占

有化が行われていることが見て取れる。特に路上店舗で

は、商業活動に関する全ての道具が路上 (歩道や車道脇)

に置かれているのが観察された。一方(C)略園 (中庭)

周辺や、休業中で開田部を閉め切つたままの店舗前では、

非住民の持ち込みによる一時的な占有化 (彼らの所有物

である荷かごや、自転車等)が 確認された。

このように、街路空間の占有化によるグレイゾーンの

形成に関しては、それに面する建築用途の違いが大きな

要因となってお り、その違いによつて、(A)に見られる

ような、高密居住や生活習慣等を背景とした私的生活用

具の単なるあふれ出しから、(B)の積極的な外部空間ヘ

の働きかけ、(C)の地区外からの持ち込みまで、形成の

レベルに大きな違いが生じていることがわかる。

5.グ レイゾーンの領域性

(1)行 為から見た街路空間利用形態

調査の結果確認された街路空間利用ポイント数および

その属性による内訳を表-4に 示す。本表では、15分

に一度の観察により、その都度観察された滞留者一人を

1ポ イン トとして数えてある。略珈山路は、特別な商業

施設や観光施設等は存在しない、現地にはごく一般的な

住宅地であるにもかかわらず、休 日・平日ともに、住民

に限らず多様な人々が滞留しているのが確認され、特に

日中は様々な属性の人に利用されていることがわかる。

また、観察されたそれぞれの行為を、行為主体者の属

性に注目して分類すると、住民及び近隣住民 。その友人

等が行為主体となる I)住 民型と、住民 。非住民いずれ

もが行為主体となりうるⅡ)混 合型、そ して非住民が行

為主体 となるⅢ)非 住民型の 3つ に大きく分けられる

(表-5)。 更にこれを行為の主目的を中心に細分類す

ると、 7種 類の利用型にまとめることができる。これら

の中でも、交通量が多いにも関わらず、住民が外部空間

で個人 ・家庭生活に関する行為を行 う1-1型 、非住民

が特に積極的な目的を持たず、一定の場所に比較的長時

間滞在するШ-2型 は、住宅地の公的空間の利用形態と

表-3 確 認された占有物

占有書の利用用途

(開放)

麟

(閉鎖)

(注)1995年3月5日、午前10時～午後2時までの現地調査により確認されたもの。

表-4 確 認ポイント数  表 -5 略 珈吐

及び属性類型
表-5 略 珈山路で確認された行為の類型及びその内容

1‐2) く つろぎ・



して非常に興味深い。

(2)利用型の分布と領域性

本街路の利用行為については、ほとんどの利用型の分

布が特定の場所である程度の広がりを持った領域の中に

分布 してお り、さらに、休 日と平日で分布場所に極端な

差は見られず、午前 ・午後 。夜といつた時間帯によって

分布に特徴が見られた。このように領域性があるという

ことは、同じ場所を利用可能な行為型の組み合わせがい

くつかあり、それが場所の特質を表 していると考えるこ

とができる。

こうした視点から、調査 日両日の記録を合計 した上で、

午前 。午後 。夜に分け、領域性が認められるエリア内で

の確認ポイン ト数に占める各利用型の割合を見たとこ

ろ、大きく5種類のパターンに分かれることがわかった。

表-6は 、これら5種 類の領域毎に、確認された行為型

の構成割合をまとめたものである。さらに図-4は 、調

査 日両日の午前 。午後 ・夜における領域の分布を図示し

たものである。

本図に示されるように、場所毎で利用形態の性質が異

《午前》 《午後》

なっている。更に I-3・ Ⅱ-1型 及びⅢ-2型 につい

ては、分布の集中する場所が存在 している (表-6)。

前者は、店舗 ・露店などを介 して利用者が集中、特に非

住民に関しては、商業活動に参加することによつて、本

来住民の空間である住宅地内の街路に入 り込み、滞留し

ている。一方後者については、商業活動の利用などとい

った住民側との接点がないにも関わらず、住宅地内部の

特定の空間に利用が集中するという点が注目に値する。

(3)共有領域性

表-7は 、前節で抽出した領域型の分布場所について、

実際に空間を管理 ・整備する主体に注目してまとめたも

のである。本街路においては、専用住宅前や商業併用住

宅前、路上店舗など建築部分に居住者がいる場合、住民

が中心となった利用形態を持つグレイゾーンが形成され

ている。こうした領域では、空間を管理 ・整備する主体

が明確で、その維持管理に積極的な働きかけが認められ

る共有領域性 (9)を持っていると言える。こうした共有

領域性について国内の事例については報告があり(1°)、

店舗併用住宅前では特に交通量が多い場合でも家の前を

自分たちで管理 しようとする意識が非常に強く働き、共

有領域化の起こることが知られている。一方、中庭外周

や休業中店舗前、事務所型店舗前では、非住民が滞留す

る領域、つまり非住民型のグレイゾーンが形成されてい

る。こうした場所の制度上の管理者は、歩道が区都市建

表-7 街 路空間の用途の変遅と共有領域性

0 510m

凡例

■■ 住民生活エリア

饉錮 生活・商業混合エリア

回回 店舗商業エリア

屋ヨ 住民 ・非住民生活混合エリア

匡コ 非住民集中エリア

①

表-6 領 域型の類型及び対応する利用型
傾崚型

(住民 :非 住民)

主な利用型

1 1 2 1 3 112 1 1 2

生活 ・商業混合エ リア

店薔蘭彙エ リア

住民 ・非住民生活理合エ リア

非住民集中エ リア

3 8 4 :  7 1
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図-4 領 域型の分布状況
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設委員会都市監察大隊、車道が公安局交通大隊であり、

特に露天や屋台については禁止する方向で取 り締まる方

針である(11)とのことだが、実際には何もなされていな

い。これは事実上管理者不在のあいまいな状況であり、

共有領域性は見られない。

つまり、建築部分における居住者の有無が、共有領域

の発生に大きく影響しているということができる.

5.ま とめと展望

本調査において明らかになった点をまとめると、以下

の6点 が挙げられる。

1)本 地区は元来住宅専用に計画された地区であるが、

その後建築用途の転換が複数ヶ所で発生 している。

2)こ れら用途転換が起こっている場合の大半は商業併

用住宅となっており、住民は継続 して居住 している。

3)街 路空間の占有化によるグレイゾーンの形成に関し

ては、建築用途が(A)住宅専用であるか、(B)商業併

用住宅であるか、(C)用途無 しであるかによって形

成のレベルに違いが見られ、特に(B)の場合は、積

極的なあふれ出しが見られる。

4)利 用行為の特性に対応 した領域が形成される。

5)建 築部分における居住者の有無によって、グレイゾ
ーンにおける共有領域性の有無が決定される。

6)一 見無秩序のように思われる住宅外部空間の利用に

おいて、4)、 5)の 要因が、多様な属性の人々が共

存 し、多様な利用行為の展開を可能 とする秩序を生

み出している背景 となっていると考えられ、それに

よつて、意味の異なる複数のグレイゾーンを成立さ

せているということができる。

本調査では、住宅から商業併用住宅へ建築用途の大き

な転換が発生 している場所において、積極的なグレイゾ
ーン化が起こっていることを明らかにした。また、既に 。

報告 したように つ
、中国の都市部では、高密居住を背景

として、街路空間の建築化 (12)が
起こっている。これら

のことは、現在の中国におけるグレイゾーンの成立に関

して、①高密居住による屋外空間の利用、②改革開放政

策による住民の商業活動の活発化、という大きな2つ の

異なる背景があることを示唆 している。こうした点が、

外に向かってしつらえる「植木」に代表されるような り
、

これまで報告されてきた日本の都市におけるグレイゾー

ンとは性格の異なる領域を生み出 した要因と考えられ

る。

本報では、中国人居住者の独自の空間利用形態を浮か

び上がらせるために、20世 紀初頭に欧米人が彼 らの居

住地として設計した住宅地を取 り上げ、当初の計画とは

異なる利用形態の抽出を行ったが、あくまで一地方の一
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区域の事例分析であり、そこから中国人一般の空間利用

特質や独自の公共概念に言及することには限界がある。

今後は地域的に調査対象都市の幅を広げ、地理的、経済

的、政治的背景の異なる対象の比較分析を行 うことによ

り、より普遍的な中国都市におけるグレイゾーンの成立

背景、機能と意味について検討を行っていく予定である。

本研究を進めるに当たり、武漢大学建築系張在元教授、

武漠市都市計画設計研究院陳世平院長、同主任技師朱顕

柏氏、同建築技師段鍮氏、略珈山街民宅の住民の皆様に

は、多くの資料提供と協力を得た。記 して感謝の意を表

する。

【注】
(1)中 華人民共和口の成立を指す

(2)文 献 8)10)等では外部空間に置かれたものについて、収納不足か ら住戸

前にあふれ出たものを 「あふれ出 しJと 呼び、個性を外に伝 え住戸に

■かな表情を与えるものを 「表出」と呼び区別 している。 しかし、こ

れら研究はいずれも日本の都市空間を扱つたものであり、文化的土壌
が異なる中国の都市空間に直接当てはめることはできないことから、

両者及びそれに類すると思われる占有物について 「あふれ出しJと 一

括して呼ぶものとする。

(3)略 珈山街 :R“●Jila働“ Rcad

(4)住 民および武澳市都市,十口設計研究院へのヒアリングによる。
(5)文 献 つならびに武澳市都市計日設計研究院資料による。

(6)文 献 7)

(7)住 民および武澳市都市計画設計研究院へのヒアリングによる。

(8)こ のことについては、第 5章 第2節 において鮮しく述べる。

(9)本 研究においても、文献 10)等の魔往研究に従い、共有領域性を 「人々

が自分たちのものだという意識を持ち、何か具変が起きていないか関
心を払い、その維持管理に自ら関わろうとするところの空間や施設の

あり方Jと 定機する。本研究においてその判断は、現地観察によって、
利用者によるこうした行為 (例えば、清掃を行 う等)が 確認されたか

どうかで行つた.

(10)文 献 5)8)

(11)武 澳市都市計画設計研究院でのヒアリングによる。

(12)街 躊空日において小規模住宅の建設が行われたり、街路部分にはみ出
して増改築が盛んに行われるといつた現亀
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